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江東区マイナンバーカード
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付
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中
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に
お
送
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ら
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収
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﹈
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。
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れ
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。
所
得
の
申
告
を
し

て
い
な
い
と
軽
減
で
き
な
い
た
め
、

税
金
が
非
課
税
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し
ま
す
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定
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。
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区
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か
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か
す
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、
世
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調
査

を
₁
年
お
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に
行
っ
て
い
ま
す
。
昭

和
₄₈
年
か
ら
実
施
し
て
お
り
、
今
回

が
₂₆
回
目
に
な
り
ま
す
。
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付
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▲区ホームページ
　電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所
得世帯（住民税非課税世帯等）に対して物価高騰重点支援給付金事業を実施します。

①住民税非課税世帯
▶給付対象

基準日（令和5年6／1）において江東区の住民基本台帳に
記録され、世帯全員の令和5年度分の住民税均等割が
非課税である世帯

▶給付額 1世帯につき3万円
（①と②の重複受給はできません）

▶受給権者 給付対象世帯の世帯主の方

▶支給方法
原則として申請者（世帯主）の本人名義の銀行口座へ振り
込みます。申請から振り込みまでは1か月程度かかります。

◀
送
付
さ
れ
る
封
筒

②家計急変世帯
▶給付対象

▶申請書の提出はお早めに

①の給付金の対象外であるが、予期せず家計が急変し、
令和5年度分住民税が課されている世帯員全員のそれ
ぞれの「令和5年1月から8月の任意の1か月の収入を12
倍した額」または「年間の所得見込額」が下表の住民税
非課税（相当）水準以下である世帯

郵便の消印日が令和5年9／30（土）以降の場合、給付金を受
け取ることができなくなります。お早めに提出してくださ
い。締切日に発送する場合は、郵便局で消印を受けてくだ
さい。

○令和5年1／2以降の転入者がいない世帯
　区から対象世帯の世帯主に対して、7／3（月）以降に
申請書等を発送します。要件を確認のうえ、郵送で提
出してください。
○令和5年1／2以降の転入者がいる世帯
　区から対象となり得る世帯の世帯主に対して、7／7

（金）以降に申請のご案内を発送します。給付対象では
ない世帯にも届きますので、給付対象となる場合のみ、
郵送で提出してください。

▶申請方法

住民税非課税（相当）水準
家族構成例 非課税相当限度額

収入額 所得額
単身または扶養親族がいない場合 100.0万円 45.0万円
配偶者・扶養親族（計1人）を扶養している 156.0万円 101.0万円
配偶者・扶養親族（計2人）を扶養している 205.7万円 136.0万円
配偶者・扶養親族（計3人）を扶養している 255.7万円 171.0万円
配偶者・扶養親族（計4人）を扶養している 305.7万円 206.0万円
障害者、未成年者、寡婦、ひとり親
※ これを超える場合は、上記の被扶養者の

人数に応じた区分を適用
204.3万円 135.0万円

▶申請方法

▶給付金を装った詐欺に注意

お問い合わせ

区ホームページから申請書類を入手し、その他必要書
類とともに、〒135-8383区役所生活支援臨時特別給付
金担当へ郵送で提出してください。

ご自宅に区から問い合わせをすることがありますが、
ATM（現金自動預払機）の操作や手数料などの振り込みを
お願いすることは絶対にありません。給付金の支給等を装
った「振り込み詐欺等」にご注意ください。

江東区物価高騰重点支援給付金コールセンター
☎0120-876-320

（開設期間　7／3（月）～9／29（金）8：30～18：00※土・日曜、祝日を除く）

▶申請受付開始日　7／3（月）

令和5年9/29（金）消印有効

配偶者やその他の親族からの暴力などを理由に江東区に
避難している方や措置入所等児童については、独立した世
帯とみなします。詳細は区ホームページをご覧ください。

申請期限

見本

※区ホームページから申請書類の入手が困難な方は、区コールセンターへご連
絡ください。

※申請時に江東区の住民基本台帳に記録されている必要があります。


